
社会福祉法人福島福祉会 特別養護老人ホームいろは島荘 

利 用 者 相 談 事 業   実 施 要 綱 

 

１．目的 

 利用者相談事業は、特別養護老人ホームいろは島荘（以下「いろは島荘」という。）が提

供するサービスについて利用者からの苦情・要望・意見等（以下「苦情」という。）に適切

に対応し、利用者の権利を擁護するとともに、いろは島荘のサービス向上に役立てること

を目的とするものです。 

２．実施対象 

 （１） 対象とする苦情の範囲 

対象とする苦情は次の範囲のものです。 

① いろは島荘が提供するサービスの内容に関する事項 

② いろは島荘が提供するサービスに係る利用契約の締結、履行、解除に関する事項 

（２） 苦情申出人の範囲 

 苦情を承りますのは、次の方々からのものです。 

① いろは島荘が提供するサービスの利用者、その家族、または代理人 

② いろは島荘に係るボランティアや市民 

３．実施体制 

 利用者相談事業実施のため、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置しま

す。第三者委員による活動の組織を「利用者相談委員会」とします。なお、職員は日常の

仕事の中で、利用者や家族からの苦情等を直接的に受け付けます。 

（１） 苦情解決責任者は、施設長があたります。 

（２） 苦情受付担当者は、施設長が職員の中から若干名を苦情受付担当者として任命 

します。 

（３） 第三者委員 

① いろは島荘施設長は、いろは島荘の利用者相談事業全体を担当する第三者委員３ 

名を委嘱します。 

② 第三者委員は、利用者の立場や状況に配慮しつつ、苦情解決を円滑・円満に図る 

ことができる者であることを要件とします。 

③ 第三者委員の任期は２年とします。ただし、再任を妨げません。 

④ 第三者委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とします。

⑤ 第三者委員は無報酬とします。ただし、交通費等の実費は支払うものとします。 

４．役割 

 「実施体制」で設置、任命した苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の役割、

また、職員の役割は次のとおりです。 

（１） 苦情解決責任者 



① 利用者、家族、代理人への「利用者相談事業」の主旨や仕組みの周知 

 ② 苦情内容の把握と、原因や解決方策の検討 

 ③ 苦情原因及び解決結果の利用者相談委員会への報告 

④  本要綱による「利用者相談事業」では解決が困難な事例について、「運営適正

化委員会」への解決の申出 

⑤ 運営適正化委員会が行う調査への対応 

（２） 苦情受付担当者 

① 利用者からの苦情の受付 

② 受け付けた苦情の内容等の記録と確認 

③ 受け付けた苦情の内容の苦情解決責任者、利用者相談委員会への報告 

④ 苦情の受付から解決・改善までの経過、結果の記録 

（３） 第三者委員 

① 苦情受付担当者が受け付けた苦情内容の確認 

② 苦情申出人へ苦情受付の通知と内容確認 

③ 利用者からの苦情の直接受付 

④ 苦情内容の事実関係を把握するための調査 

⑤ 苦情申出人、苦情解決責任者への助言 

⑥ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立会い、助言 

⑦ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の解決結果、改善状況等の確認 

⑧ 利用者または責任者が運営適正化委員会に苦情解決について申し出た際、運営 

適正化委員会が行なう事情調査、斡旋及び必要と認める状況把握への協力 

（４） 職員 

① 「実施対象」で示された範囲の苦情を苦情申出人から受けた職員は、苦情担当

者に報告します。 

② 職員が直接苦情を受け、解決した事柄については、所定の「苦情対応メモ」に

記述し、いろは島荘施設長に報告します。 

③ 職員は早期苦情解決に向け、積極的に取り組みます。 

５．業務内容 

（１）利用者等への周知 

① 苦情解決責任者は、利用者、家族等に、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第

三者委員の氏名、連絡先を示し、苦情解決の仕組みについて周知します。 

② また、苦情解決責任者は、利用者、家族等に、苦情解決機関の存在と利用方法

を周知します。 

（２）苦情の申し出及び受付 

① 苦情受付担当者は、随時、苦情申出人からの苦情を受け付けます。 

② 苦情申出人は、苦情を申し出る場合、口頭、文書のいずれによっても行うこと 



  ができます。苦情解決責任者は、文書で申し出る場合の様式を様式１として苦情

申出人に示します。 

 ③ 苦情は、苦情受付担当者のみならず、第三者委員あるいは担当職員に対しても 

申し出ることができます。 

④ 苦情が匿名により行われた場合は、利用者相談委員会に報告し、利用者相談委

員会として、必要な対応を行います。 

（３）申出内容の報告・確認 

① 受け付けた苦情は、苦情受付担当者が「苦情の内容」「申出人の希望」等を、様    

 式２により記録し、苦情申出人にその内容を確認した上で、苦情解決責任者に報

告します。苦情解決責任者はその内容を確認し、利用者相談委員会に報告します。 

② 利用者相談委員会では、必要に応じ苦情申出人や苦情解決責任者等に状況を聴

き、事実関係を把握するための調査を行い、申出の内容を正確に把握します。 

③ 利用者相談委員会では、苦情解決責任者と話し合いの場を持ち、改善に向け検

討及び助言を行います。 

④ 苦情解決責任者は、利用者からの苦情について、原因、解決方策などの検討を

行います。 

⑤ 利用者相談委員会では、苦情申出人から助言を求められた場合は、必要な助言

を行います。 

（４）苦情解決に向けた話し合い 

① 苦情申出人と苦情解決責任者は、苦情申出の内容を解決するために話し合いが

必要な場合は、迅速に行います。 

② その際、苦情申出人と苦情解決責任者は、第三者委員の助言、立会いを求める

ことができます。 

 ③ 第三者委員は、話し合いへの立会いを求められた場合、苦情内容を確認した上

で、解決案の調整及び助言を行ないます。この内容・経過は利用者相談委員会へ

必ず報告するものとします。 

（５）苦情対応の記録・苦情解決結果の報告 

① 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経緯と結果についての記録

を書面に残します。 

② 苦情解決責任者は、随時、苦情解決の取組状況について利用者相談委員会に報

告し、必要な助言を受けます。 

③ 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及

び第三者委員に対して、１ヶ月以内に様式３により報告します。 

 （６）苦情解決結果の公表 

    いろは島荘では、苦情解決結果について、個人情報に関するものを除き、広報誌 

   や年度事業報告書及びホームページにて公表します。 



６．附則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から実施します。 

 内容の変更が生じた場合は、いろは島荘として検討し、必要に応じて改正するものとし

ます。 

７．関係書類 

 様式１ 苦情書 

 様式２ 苦情・要望・意見受付書 

様式３ 改善結果報告書 

 様式４ 調査依頼書 


